
車両搬出時は①車両引取証と②搬出券が必要となります 

①【車両引取証】をお持ちでない場合、守衛所及び事務局にて発行致します。 

+ 
① ② 【車両引取証】 

a.5月25日よりAI-NETから車両引取証が印刷可能となります(出品or落札分) 
b.事務局受付、会場内情報端末機(オークション当日のみ)にて発行 
c.外部落札時は車両引取証のFAXを自動送付しております 

車両に貼付してあります 

【搬出券】 

・車両引取証をお持ちでない方・陸送業者様 

免許証の提示と申請書を記入して頂き、車両引取証を発行します 

平成27年5月24日 会員各位・陸送業者各位 

アライオートオークション小山 
栃木県小山市粟宮548 
TEL：0285-45-1555 
http://www.araiaa.jp/ 

※免許証の提示ができない方への搬出は認めておりません 

※建機会場の搬出および車両引取証再発行受付時間は日曜日を除く平日の9：00～17：00となります。 
※ベイサイド会場・仙台会場・福岡会場と、搬出手続き方法が異なりますので、詳細は各会場へお問い合わせ下さい。 

【4W】 7/2開催分～ 【バントラ・建機】 7/4開催分～ 

※7/2開催分より、車両引取証がないと搬出できません。 


